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市民局が所管する外郭団体の第３期協約の中間評価について 
 
本市では、平成 16 年度から、「特定協約団体」と位置付けた外郭団体が、一定期間にお

ける主要な経営目標を本市との「協約」として掲げ、協約期間終了時に達成状況の振り返

りと次期協約への反映等を行う｢特定協約団体マネジメントサイクル｣を導入しています。 

23 年度から 25 年度までの第３期協約は、第２期協約の達成状況評価結果に加え、外部

の有識者による「横浜市外郭団体等経営改革委員会」からの、外郭団体ごとの経営改革に

関する提言を踏まえて本市が決定した、各団体の「経営改革に関する方針」に基づいて策

定しています。 

このたび、第３期協約を策定した当局所管の２団体の 24 年度決算等を踏まえて、24 年

度末時点における２年間の取組について、外部の専門家として監査法人を活用して「中間

評価」を実施しましたので、その結果を御報告します。 

 

１ 対象団体 
 

(公財)横浜市男女共同参画推進協会 
(公財)横浜市体育協会 

 

２ 中間評価の方法について 
 
協約事項ごとの「評価指標」に基づき、達成状況の「個別評価」を行います。 
その上で、すべての協約事項の評価を総合して、「総合評価」としています。 

 
 (1) 協約事項の個別評価 

評価結果 評 価 基 準 

Ｓ 指標や取組が目標を大きく上回っている（目標数値の110％以上達成）

Ａ 指標や取組が目標を達成している（目標数値の100％以上～110％未満）

Ｂ 指標や取組が目標を下回っている（目標数値の90％以上～100％未満）

Ｃ 指標や取組が目標を大きく下回っている（目標数値の90％未満） 
 

 (2) 総合評価 

評価結果 評 価 基 準 

優良 全協約事項がＡ評価以上 
良好 協約事項の評価でＢが２つ以下かつそれ以外がＡ以上 
要改善 協約事項の評価でＢが３つ以上またはＣが１つ以上 

 
３ 中間評価結果の概要  

 

（１）(公財)横浜市男女共同参画推進協会 

総合評価 協約事項 1 協 約 事 項 2 協約事項 3 協約 事 項 4 協約事項 5

良好 B A B Ａ Ａ 

（２）(公財)横浜市体育協会 

総合評価 協約事項 1 協 約 事 項 2 協約事項 3 協約 事 項 4 協約事項 5

要改善 B C B B S 
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４ 添付資料  

 

各団体の「第３期協約 中間評価（平成 24 年度）」 

 

５ 今後の予定 
 

今後、25 年度末での目標達成に向け引き続き指導を行うとともに、この評価結果や

23 年度までに策定した「経営改革に関する方針」等を踏まえ、26 年度の目標を設定し

ます。26 年第 1回定例会の常任委員会で、各団体の「26 年度年次計画（案）」を報告さ

せていただく予定です。 
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